
① 公的機関を名乗る架空請求にご注意ください 

② 資産等報告書等の閲覧を実施します 

③ 芸術の森公園内「あそびの杜」複合遊具の塗装工事について  

④ 笠間市土採取事業規制条例について 

⑤ 地域課題解決支援モデル事業への参画団体を募集します 

⑥ 5月 31日から 6月 6日は「禁煙週間」です 

⑦ 認知症相談会の参加者を募集します    

⑧ 平成 30年度税務職員の採用試験を行います 

⑨ 県立水戸産業技術専門学院講座の受講者を募集します  

⑩ 第 16回歌声広場を開催します 

⑪ スポーツ吹矢の体験会を開催します  

⑫ 第 27回かさま舞踊の会を開催します   

⑬ フラダンス体験教室の参加者を募集します  

⑭ オカリナ教室の参加者を募集します 

⑮ 2018笠間フレンドシップインディアカ交流大会の参加者を募集します  

⑯ ヨガ教室の参加者を募集します    

⑰ 愛の里福祉の店「せせらぎ」開催のお知らせ  

⑱「おはなし処ほっと・カフェ」を開催します 

⑲ 夏の手作り絵本教室の参加者を募集します    

⑳ 元気すこやか教室の参加者を募集します 

㉑ 歯のなんでも電話相談を実施します 

㉒ 第 12 回ガルテンアカデミー「日本茶入門講座」の参加者を募集します 

㉓ 地域交流センターいわま「あたご」からのお知らせ  

㉔ 6月の地域ポイント対象事業について  

㉔ 
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          ①公的機関を名乗る架空請求にご注意ください           
 
 差出人が「法務省管轄支局 国民訴訟通達センター」、「法務省管轄支局 民事訴訟管理センター」

など、公的機関を思わせるような名称を不正に使用し、はがき、メールなどにより、身に覚えの

ない請求をする悪質な事例が増えています。 

文面には、財産の差押さえを強制的に執行する等と不安をあおり、本人からの連絡を求める内

容になっており、書かれている電話番号に連絡をすると弁護士等の紹介費用と称し金銭を要求さ

れるといった情報も寄せられています。 

はがきに書かれている電話番号等には「絶対に連絡しない」ようにし、「相手にしない」こと

が大切です。不安に感じる場合には、笠間市消費生活センターへご相談ください。 

相談窓口 笠間市消費生活センター ℡ 0296-77-1313（消費者ホットライン 188） 

受付時間 午前 9時～正午、午後 1時～4時（第 2・第 4火曜日、日曜日、祝日、年末年始休館） 


